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支援金額

× 購入量（ｋｇ）交付基準単価*1又は
交付単価上限*2（円／ｋｇ）の低い方

*1.交付基準単価：

*2.交付単価上限： 加工用米（うるち米、もち米）９０．４円／ｋｇ 酒造好適米  ８７．５円／ｋｇ

（ ー )×１/２（円／ｋｇ）令和６年産米の購入価格令和７年産米の購入価格

対象業種
　玄米または精米を主たる原料とする米加工食品等の製造事業者であること

飲食業、弁当製造業、惣菜製造業及びこれらに類する事業者は、本事業の補助対象とはなりません。

清酒等の酒類 もち、だんご 米穀粉・玄米紛米菓等の菓子味噌等の調味料 加工米飯
（冷凍チャーハン等）

申請期間：令和８年５月２９日（金）～７月３１日（金）

申請期間：令和８年８月 １日（土）～９月１５日（火）
(2)令和8年8月以降から令和8年10月31日までに納品・支払が完了するもの

(1)令和8年7月31日までに納品・支払が完了しているもの



*１.　受付期間：令和８年５月２９日（金）から令和８年７月３１日（金）まで       *２.　　受付期間：令和８年８月１日（土）から令和８年９月１５日（火）まで 　*３.　　受付期間：令和８年１１月１０日 (火 )まで
*４.　（１）の申請において同じ書類を提出している場合は、提出を省略することができます。     *５.　（２）の交付申請において同じ書類を提出している場合は、提出を省略することができます。

埼玉県のマスコット
「コバトン」「さいたまっち」

埼玉県ホームぺージ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/komekakakukoutoushien.html

埼玉県加工用米等価格高騰対策支援金 コールセンター
TEL 0120-964-048  午前９時～午後５時（土・日・祝日を除く）

お問合せ先

オンライン申請の場合
（１）令和８年７月３１日（金）２３:５９まで
（２）令和８年９月１５日（火）２３:５９まで

郵送申請の場合
（１）令和８年７月３１日（金）消印有効
（２）令和８年９月１５日（火）消印有効

申請期間

申請に必要な書類
申請に必要な書類

暴力団排除に関する誓約事項（様式第３号） 〇 　 〇＊４

交付申請書兼請求書（様式第１－１号） 〇
交付申請書（様式第１－２号） 〇
実績報告書兼請求書（様式第６号） 〇
加工用米等購入量等集計表（様式第２－１号） 〇
加工用米等購入量等計画表（様式第２－２号） 〇
加工用米等購入量等計画表（様式第２－２号）に記した単価、
購入量等の値を証明する書類（契約書、見積書、注文書等） 〇

加工用米等購入量等実績報告（様式第２－３号） 〇

交付決定通知書（様式第４－２号） 〇
令和７年産加工用米、酒造好適米の購入に係る契約書 〇 　　〇＊５

令和６年産米分および令和７年産米分の納入及び購入実績の
証拠書類（納品書、請求書、領収書や通帳の写し等） 〇 〇

(１)令和８年７月３１日までに納品及び
購入代金の支払いが完了しているもの

(２)令和８年８月以降（令和８年１０月３１日まで）に
納品及び購入代金の支払いを完了するもの

本支援金振込先の口座に関する情報（金融機関名、口座番号、
名義人等）が分かる書類（預金通帳の写し等） 〇 〇

　 〇＊４履歴事項全部証明書（法人）
個人事業の開業・廃業等届出書（個人事業主） 〇

交付申請兼請求＊１ 交付申請＊２ 実績報告兼請求＊３

交付対象物
交付対象者が酒類、調味料、菓子等の製造に利用するために購入した令和７年産の加工用米（うるち米、もち米）、
酒造好適米の玄米又は精米で、令和８年１０月３１日までの期間内に納品及び購入代金の支払いが完了したものに限ります。

交付対象者
埼玉県内に本社又は主な事業所を有する中小企業者で、加工用米及び酒造好適米により、清酒等の酒類や味噌等の調味料、
米菓等の菓子の製造を行う事業者

原則、埼玉県ホームぺージからオンラインで申請してください。
（オンライン申請が難しい場合は、郵送でも受け付けます。申請書等は埼玉県ホームぺージからダウンロードできます。）

埼玉県ホームぺージ（支援制度の詳細や申請に必要な書類等を掲載していますのでご確認ください。）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/komekakakukoutoushien.html

申請方法

（１）令和８年７月３１日までに納品・支払が完了しているもの 令和８年５月２９日（金）～７月３１日（金）
（２）令和８年８月以降から令和８年１０月３１日までに納品・
        支払が完了するもの 令和８年８月 １日（土）～９月１５日（火）


